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妊婦のための支援給付交付金の交付について 

 

 

 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）の施行による、子

ども・子育て支援法第68条第１項の規定に基づく交付金の交付については、別紙「妊婦のた

めの支援給付交付金交付要綱」により行うこととされ、令和７年４月１日から適用すること

とされたので通知する。 

 各都道府県におかれては、貴管内市町村（特別区を含む。）に対してこの旨通知されたい。 

  



別 紙 

 

妊婦のための支援給付交付金交付要綱 

 

（通則） 

１ 妊婦のための支援給付交付金（以下「交付金」という。）については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）及び補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。）

及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則（令和５年内閣府令第41号）の規定に

よるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この交付金は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第

68条第１項の規定に基づき、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が支弁する妊婦支援給

付金の支給に要する費用の全額を負担することにより、妊婦等に対し妊娠期から切れ目

のない支援を行うことを目的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この交付金は、法第65条第１号の規定に基づき、市町村が支弁する妊婦支援給付金の支

給に要する費用を交付の対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この交付金の交付額は、法第10条の12第２項の規定に基づき、妊婦給付認定者に対して

市町村が支給した妊婦支援給付金の額の全額とする。 

 

（交付の条件） 

５ この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１） 交付金に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式１の調書を作成し、交付金

の額の確定の日の属する年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

（申請手続） 

６ この交付金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が別に指定する

日までに都道府県知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村長から（１）の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、

適正と認めたときはこれを取りまとめの上、様式３に関係書類を添えて、別に指定する

日までにこども家庭庁長官に提出するものとする。 

 

（変更交付申請） 

７ この交付金の交付決定後の事情の変更により、年間所要額に増減を生じ、申請の内容を



変更して追加交付申請等を行う場合には、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、様式６による申請書を都道府県知事が別に指定する日までに、都道府県

知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村から（１）の申請書の提出があった場合には、必要な審査を

行い、適正と認めたときはこれを取りまとめの上、様式７に関係書類を添えて、別に指

定する日までに、こども家庭庁長官に提出するものとする。 

 

（標準処理期間）  

８ 都道府県知事は、交付申請書が到達した日から起算して原則として１月以内にこども家

庭庁長官に提出するものとし、こども家庭庁長官は交付申請書が到達した日から起算し

て原則として１月以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。 

 

（交付決定の通知） 

９ この交付金の交付の決定は、次により行うものとする。 

（１）こども家庭庁長官は、市町村の交付金の交付決定を行うものとし、都道府県に対して、

様式４又は様式８により、市町村への交付決定の通知を依頼するものとする。 

（２）都道府県知事は、（１）の依頼があったときは、市町村に対し、様式５又は様式９に

より速やかに交付決定の通知を行うものとする。 

 

（交付金の概算払） 

10 こども家庭庁長官は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲

内において概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

11 この交付金の実績の報告は、次により行うものとする。 

（１） 市町村長は、都道府県知事が別に指定する日までに、様式10による報告書を都道府

県知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村から（１）の報告書の提出があった場合には、必要な審査を

行い、適正と認めたときはこれを取りまとめの上、様式11に関係書類を添えて、こども

家庭庁長官が別に指定する日までに、こども家庭庁長官に提出するものとする。 

 

 

（額の確定） 

12 この交付金の交付額の確定は、次により行うものとする。 

（１）こども家庭庁長官は、市町村の交付金の額の確定を行うものとし、都道府県に対して、

様式12により、市町村への交付額の確定の通知を依頼するものとする。 

（２）都道府県知事は、（１）の依頼があったときは、市町村に対し、様式13により速やか

に交付額の確定の通知を行うものとする。 

（３）交付金の額の確定の結果、既にその額を超える交付金が交付されている市町村がある



場合、都道府県知事は超過した交付額について、別に指定する日までに、国庫に返還す

ることを命ずるものとする。 

（４）交付金の額の確定の結果、交付された交付金に不足が生じた市町村がある場合、こど

も家庭庁長官は、その不足に係る交付金を交付するものとする。 

 

（事業実績報告の訂正） 

13 こども家庭庁長官が額の確定を終了した後において、当該確定の基礎となった実績報告

を訂正する事由が生じた場合の取扱いは、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、実績報告を訂正する事由が生じたときは、様式10による報告書を速やか

に都道府県知事に提出するものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村から（１）の報告書の提出があった場合には、必要な審査を

行い、適正と認めたときはこれを取りまとめの上、様式11と併せて速やかにこども家庭

庁長官に提出するものとする。 

（３）実績報告の訂正に伴うその他の手続等については、11、12及び14に定めるところに準

じて行うものとする。 

 

（その他） 

14 この交付金の交付に当たっては、上記に定めるところの他、以下によるものとする。 

（１）特別の事情により、本交付要綱に定める手続によることができない場合には、あらか

じめこども家庭庁長官の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

（２）都道府県知事は、市町村長が都道府県知事に提出すべき市町村分交付金に係る各様式

に定められている事項のほかに必要と認める事項を加えて定めることができるものと

する。 

（３）市町村長が都道府県知事に提出した市町村分交付金に係る書類は、全て都道府県にお

いて会計年度毎に各書類の種別に分類し一括して保存するものとする。 

  



 



 
  



 
  



様式２実施計画書 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



様式６実施変更計画書 

 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



様式 10 事業実績報告書 

 

 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


